
投票所投票立会人 募集要項 

 

選挙における投票立会人について、町民の皆様に政治や選挙に対して関心を高めてい

ただくため、登録制度による募集を行います。  

 期日前投票所及び当日投票所における投票立会人を希望される方は、「投票立会人登録

名簿」に登録いただき、選挙ごとに希望の投票所や時間帯を確認のうえ選任させていた

だきます。（希望者が多数の場合は従事していただけない場合があります。）   

 

１ 登録資格  

高森町の選挙人名簿に登録のある方 

  

２ 従事内容  

(1) 投票全般が適正に行われていることを確認すること。  

(2) 投票録に署名すること。  

 

３ 従事場所  

(1) 期日前投票  町民体育館、ショッピングセンターパース、ドン・キホーテ高森店 

(2) 投票日当日  町内８か所の投票所  

 

４ 従事者数  

期日前投票所 各投票所 ３名  

投票日当日  各投票所 ３名 

 

５ 従事時間・報酬  

区分 従事時間 報酬額 

期日前投票（町民体育館） 午前８時 30 分から午後８時まで 10,900 円 

期日前投票（ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｾﾝﾀｰﾊﾟｰｽ・ 

      ﾄﾞﾝ・ｷﾎｰﾃ高森店） 

午前 10 時から午後 8 時まで 9,480 円 

投票日当日（ﾄﾞﾝ・ｷﾎｰﾃ高森店以外） 午前７時から午後 7 時まで 12,400 円 

投票日当日（ﾄﾞﾝ・ｷﾎｰﾃ高森店） 午前８時から午後７時まで 11,370 円 



  ※投票所の開設期間は、それぞれ異なることがあります。  

  ※報酬は、所得税を源泉徴収の上、後日指定口座へ振り込みます。  

  ※交通費の支給はありません。当日は直接投票所に集合していただきます。  

  ※期日前投票所では、食事の提供はありません。各自でご用意ください。  

 

６ 注意事項  

・食事又はお手洗い以外での離席はできません。休憩は、投票所のある施設内で取っ

ていただき、原則として施設の外に出ることのないようお願いします。  

・選挙立会中に知り得た秘密を他人に漏らすことはできません。  

・なるべく私語は謹んでください。また、選挙立会中の携帯電話、スマートフォンの

使用は控えてください。  

 

７ 登録方法  

・登録申請書に必要事項をご記入の上、選挙管理委員会に直接ご提出ください。  

 

８ お問い合わせ先  

高森町選挙管理委員会  

    〒３９９－３１９３ 高森町下市田２１８３番地１  

    電話 ０２６５－３５－９４０４ FAX ０２６５－３５－８２９４  

    メール gikai@town.nagano-takamori.lg.jp 


